
【資料１】

喜多方市行政改革実施計画

平成30年度（2018年度）取組状況



コンビニ交付サービス
の実施と利用の推進

ICTを活用したサービ
スの向上

コンパクトシティの取
組

公共交通の充実 組織機構等の見直し

市民の意見・意向の
把握

男女共同参画社会の
推進

協働体制の推進
ＮＰＯ・ボランティア活動
団体・行政区や市民団
体等への支援と連携

横断的な組織連携の
推進

人材育成基本方針に
基づく研修の実施

職員提案制度の推進
地方公共団体等との
人事交流

定員適正化計画に基
づく定員管理

人事評価の実施
環境マネジメントシス
テムの推進

行政評価の推進
中期財政計画の策
定・公表

統一的な基準による
地方公会計の整備と
活用

工事発注時期及び施
工時期の平準化

公用車管理指針の策
定と運用

負担金・補助及び交
付金の適正化

市有財産活用の推進 広告事業の推進
使用料及び手数料の
適正化  

公共施設等総合管理
計画による公共施設
の管理等

市有集会施設譲渡の
推進

公共施設等の長寿命
化の推進

地方公営企業の経営
健全化

地方公営企業法適用
の推進

効果的な情報の発信
オープンデータの検
討、推進

民間委託の調査検
討、推進

指定管理者制度の活
用

　

　

大綱３　情報発信の充実・民間委
託等の推進

(1) 情報発信の充実

(2) 民間委託等の推進

大綱１　市民サービスの向上と多
様化するニーズへの対応

(1) 市民サービスの向上の取組

(2) 市民との協働によるまちづくり

(3) 横断的な組織連携と人材育成等の推進

大綱２　健全な財政運営

(1) 効率的・効果的な行財政運営

(2) 歳入の適正確保に向けた取組

(3) 公共施設マネジメントの推進

(4) 地方公営企業の健全経営等

行政改革体系図

＜大 綱＞ ＜基本項目＞

＜行政改革大綱＞

＜実 施 項 目＞

＜実 施 計 画＞

基

本

目

標

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
将
来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な
行
財
政
運
営
を
目
指
し
て



2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

目標 ・広報紙及び市ホームページ
　有料広告掲載　100件

・広報紙及び市ホームページ
　有料広告掲載　110件

・広報紙及び市ホームページ
　有料広告掲載　120件

・広報紙及び市ホームページ
　有料広告掲載　130件

・広報紙及び市ホームページ
　有料広告掲載　140件

実績

・広報紙及び市ホームページ
　掲載件数　100件
　　・広報紙　76件
　　・市ＨＰ  　24件
【企画調整課】

・広報きたかた有料広告や市ホー
ムページバナー広告について募集
を実施。
　・広報紙   　  70件
　・市ＨＰ　　　　24件
【企画調整課】

成果

・広報紙及び市ホームページ広告
掲載料
1,120千円（広報紙　880千円、市Ｈ
Ｐ　240千円）の自主財源の確保を
図ることができた。
　・広報紙　　10,000円　　　64件
　　　　　　　　 20,000円　　　12件
　・市ＨＰ　　  10,000円　　　24件
（昨年度実績　   94件 1,090千円）
（昨年度実績比　+6件　+30千円）
【企画調整課】

　市の持つ情報発信媒体に広告を
有料で掲載するなどし、自主財源の
確保が図られた。

　・広報誌　　〇〇円
　・市HP　　　〇〇円
（昨年度実績　　 〇〇件、〇〇千
円）
（昨年度実績比　＋〇件、〇〇千
円）
【企画調整課】

評価 Ａ【企画調整課】 Ａ【企画調整課】

今後の方向性

　有料広告掲載件数次年度目標
110件の達成のため、広告掲載のＰ
Ｒ及び申請方法の周知を行う。
【企画調整課】

　有料広告掲載件数次年度目標
110件の達成のため、広告掲載のＰ
Ｒ及び申請方法の周知を行う。
【企画調整課】

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

目標 ・横断的な連携に向けた取組を進め
る

実績

庁内検討委員会等の設置
○平成29年に開催があったもの
～（略）～

○設置はしているが、平成29年に
開催がなかったもの
～（略）～

・課の室、班及び係内又は課内での
協力体制、本庁、総合支所間で定
期的に打ち合わせを行い情報交換
を行った。

１　庁内検討委員会等の設置
　　①　～　本部【○○課】
　　・・・・

成果

・全庁にわたる横断的な組織により
意見交換等を行うことで、情報共有
の強化や事業の進め方等において
連携を図ることができた。

・本庁、総合支所間での情報を共有
することで、連携強化が図られた。
・庁内検討委員会等、全庁にわたる
横断的な組織を設置したことで、庁
内の方針決定に連携が図られた。
　・・・・・・・・

評価 一部実施 実施

今後の方向性
継続して横断的な組織連携を図っ
ていく。

　継続して取組むとともに、それぞ
れの横断的連携の進捗管理の整理
を行う。

企画調整課
関係各課

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

(3) 横断
的な組
織連携と
人材育
成等の
推進

①　横断的な組織
連携の推進

　多様化・複雑化する行
政需要に対応するた
め、課を越えた横の連
携を推進する

・プロジェクトチーム、検討
委員会等の活用

・事務事業の円滑
な実施
・多様な行政需要
への対応

No.

取組効果 担　当　課　

24

No.

5

記入例（数値目標なし）
※セルの大きさは適宜変更して記入してください。

記入例（数値目標あり）
※セルの大きさは適宜変更して記入してください。

(2) 歳入
の適正
確保に
向けた
取組

②　広告事業の
推進

・自主財源確保のた
め、広報紙、ホーム
ページへの有料広告の
掲載等を推進する。
・新たな分野における
有料広告の掲載等につ
いて検討を行う。

同左 ・自主財源の確保

企画調整課
水道課
高齢福祉課
関係各課

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担　当　課　

平成３０年度の取組の結果を記入してください。

取組の結果によって、もたらされた効果や成果を記入してくださ
い。

数値目標がある計画については、（実績値/目標値×100）の値
について、それぞれ以下の４段階で評価してください。

　　　　　達成度　A　（90%以上）
　　　　　達成度　B　（90%未満 ～ 70%以上）
　　　　　達成度　C　（70%未満 ～ 50%以上）
　　　　　達成度　D　（50%未満）

実績を踏まえ、次年度以降の計画について、方向性や改善ポイ
ントを記入してください。

数値目標がない計画については、それぞれ以下の４段階で
評価してください。

　　　　　・実施
　　　　　・一部実施
　　　　　・検討中
　　　　　・未実施

※未実施の場合は、その理由も記載願います。



大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

目標

①2018年（平成30年）２月に
コンビニ交付の運用を開始

②市民への周知・拡大

　

実績

①交付実績
 ・2月　14店舗で37件39部の交付
 ・3月　17店舗で41件44部の交付

②周知用のチラシを作成し、各戸配付及
び市のHPに掲載、またインフォメーション
喜多方市（FMきたかた）により周知を図っ
た。

①交付実績
4月～9月　277件278部の交付
(月平均　46件46部の交付）
10月～3月　408件417部交付
（月平均　68件69部の交付）

②市の広報、ＨＰへの掲載及び市民課窓
口にチラシを掲示し、来庁者に案内をして
周知を図った。

成果

全国のキオスク端末のあるコンビニで午
前6時30分から午後11時までメンテナンス
時以外は休日でも交付が受けられるよう
になり、市民及び本籍地が喜多方にある
市外在住者へのサービス向上を図ること
ができた。

全国のキオスク端末のあるコンビニで午
前6時30分から午後11時までメンテナンス
時以外は休日でも交付が受けられるよう
になり、市民及び本籍地が喜多方にある
市外在住者へのサービス向上を図ること
ができた。

評価
①：実施
②：実施

①：実施
②：実施

今後の
方向性

継続して市民への周知を行い、利用の拡
大を図る。

継続して市民への周知を行い、利用の拡
大を図る。

目標

①窓口における普及活動の
実施

　
②人口に対する交付率　8.0% ②人口に対する交付率　9.0% ②人口に対する交付率  12.2% ②人口に対する交付率　16.3% ②人口に対する交付率　21.3%

実績

①本庁及び各支所にポスターを掲示、ま
た市のHPに掲載した。

②人口に対する交付率
7.9%（平成30年３月31日時点）

①本庁及び各支所にポスターを掲示、ま
た市のHPに掲載し、税の申告窓口や市民
課窓口で案内をした。
　5月よりマイナンバーカード申請用顔写
真撮影サービスを開始。5月～9月までの
日曜日に専用窓口を開設した。
　
②人口に対する交付率　9.76％
（平成31年3月31日時点）

成果

周知により公的な身分証明書として勤務
先へ提示するなど市民の社会生活への浸
透を図ることができた。
マイナンバーカードの交付によりコンビニ
交付サービスの活用がされ、市民サービ
スの向上を図ることができた。

周知により公的な身分証明書として勤務
先へ提示するなど市民の社会生活への浸
透を図ることができた。
マイナンバーカードの交付によりコンビニ
交付サービスの活用がされ、市民サービ
スの向上を図ることができた。

評価
①：実施
②：A

①：実施
②：A

今後の
方向性

交付率9.0%以上達成に向け、窓口におけ
る普及活動を継続する。

交付率の向上に向け、窓口における普及
活動を継続する。

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

市民課
税務課

マイナンバーカードの普及

1
(1) 市民サー
ビスの向上
の取組

①　コンビニ交付
サービスの実施と利
用の推進

　コンビニ交付サー
ビスの実施と市民へ
の周知、利用者拡
大に向けた取組を
実施する。

コンビニ交付サービス
（住民票の写し、住民票記
載事項証明書、印鑑登録
証明書、戸籍証明書、戸
籍の附票の写し、所得・課
税証明書等）

・各種証明書の取得
における市民サービ
スの向上
・事務事業の効率化

1 ページ



大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

目標
計画の策定に向けた検討を行う。 計画の策定 計画に基づく施策の推進

　 　

実績 計画策定に向けた検討を行った。
計画策定に向けて、国の最新動向等につ
いて、検討を行った。

成果
検討段階であり具体的な成果には結びつ
いていないが、各課の課題等、計画に盛り
込む内容について洗い出しができた。

検討段階であり具体的な成果には結びつ
いていないが、最新のＩＣＴ技術等について
検討を深めることができた。

評価 検討中 検討中

今後の
方向性

検討した内容を基に計画の策定を進め、
平成30年度の策定完了を目指す。

平成31年度の計画策定を目指す。

目標

①「V-Low災害情報連携システム」の構築

②戸別受信機4,000台の配布

戸別受信機16,000台の配布 屋外拡声設備14箇所 屋外拡声設備30箇所

実績

①「V-Low災害情報連携システム」を構築
するとともに、V-Lowの喜多方中継所を整
備した。

②戸別受信機については、V-Lowマルチ
メディア放送事業者の開局時期を考慮し、
各世帯への配付を平成30年４月からとし
た。

喜多方・塩川地区の全世帯を対象に戸別
受信機の配付を開始するとともに、災害情
報連携システムの運用を開始した。

・配布数（年度末）：7,503台
・配付率（年度末）：49.0％

成果
V-Lowによる防災行政無線の代替手段を
確保し、戸別受信機により災害情報等を
伝達する準備が整った。

戸別受信機の配付により、災害情報等の
伝達が可能となった。

評価
①：実施
②：D（平成30年４月より各世帯へ配付開
始予定）

Ｄ

今後の
方向性

災害情報連携システムを確実に運用する
とともに、戸別受信機の配布を進める。

戸別受信機の配布率を高めるとともに、屋
外拡声設備の整備を進める。

目標

母子保健関係の健診や予防
接種等の情報発信、予防接種
スケジュール管理サービスの
提供等により、母子の健康管
理を支援し安心して楽しく子育
てができる環境を整備する。

　 　

実績
利用者
　実人数：157人（家族共有8件）

利用者
　実人数：254人（家族共有12件）

成果
アプリサービスの提供により、安心して子
育てができる環境づくりを図ることができ
た。

アプリサービスの提供により、安心して子
育てができる環境づくりを図ることができ
た。

評価 実施 実施

今後の
方向性

積極的な利用勧奨と市の子育て情報等の
発信により活用ユーザーを増やしていく。

継続して積極的な利用勧奨と市の子育て
情報等の発信により活用ユーザーを増や
していく。

2
(1) 市民サー
ビスの向上
の取組

②　ICTを活用した
サービスの向上

　市民サービスの向
上を図るため、各種
事務事業において
ICTを活用したサー
ビスを検討、実施す
る。

　ICTを活用した施策等に
ついて「喜多方市高度情
報化計画」を策定し、情報
化施策を推進する。

情報政策課
関係各課

「Ｖ－Ｌｏｗ災害情報連携
システム」の整備

情報政策課

「親子みんべぇ健康アプ
リ」サービスの提供

保健課

・市民サービスの向
上
・事務事業の効率化

2 ページ



大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

目標

血圧計を利用し、かかりつけ
医による血圧管理及び血圧
コントロールによる高血圧の
改善を図り重症化を予防する。

　 特定健診収縮期血圧140以上の割合
17.5％以下

実績 血圧計貸出数　163台 血圧計貸出数　208台

成果

利用者が家庭で測定した血圧データをか
かりつけ医による血圧管理・診療に結び
付け、生活習慣の改善等による市民の健
康維持に寄与している。

利用者が家庭で測定した血圧データをか
かりつけ医による血圧管理・診療に結び
付け、生活習慣の改善等による市民の健
康維持に寄与している。

評価 実施 実施

今後の
方向性

各医療機関から利用者への血圧計貸出を
継続し、血圧管理・指導等を行う。

継続して各医療機関から利用者への血圧
計貸出を継続し、血圧管理・指導等を行
う。

目標
eLTAＸシステムを利用した地方
税共通納税システム導入の
検討

運用開始（10月）

実績
導入に向けてベンダー（システム提供事業
者）と協議し、基幹系システムの改修と連
携方法について検討した。

地方税共通納税システム導入のため基幹
系システムの改修業務を委託し、年度末
までに完了した。

成果
電子納税の導入に向けた準備を進めるこ
とができた。

電子納税システムの導入に向けた環境を
整備することができた。

評価 検討中 一部実施

今後の
方向性

３月にシステムの仕様暫定版が提示され
たことから、今後連携方法等を決定し、シ
ステム改修及び試験を行う。

基幹系システムの改修が終了したことか
ら、今後は導入試験等を経て、平成31年
10月1日からの運用開始に備える。

目標

ワークショップを開催し、市民意見を踏ま
えたうえで、コンパクトシティを検討するとと
もに立地適正化計画に向けた検討を行
う。

立地適正化計画の策定

実績

・各種基礎データの収集と都市の現状把
握及び将来見通しにおける都市構造上の
課題の分析を行った。

・庁内検討委員会、策定委員会を設置し、
協議を行った。

立地適正化計画を策定した。（平成３１年４
月１日公表）

成果
喜多方市の立地適正化計画の策定にお
ける課題解決の方向性を検討した。

持続可能なまちづくりを推進するための方
針等を定め、中心市街地と地域生活拠
点、コミュニティ拠点の交通ネットワーク体
系を示し、都市機能誘導区域と居住誘導
区域を明確にしたことにより、具体的な立
地適正化が図られる事業展開が期待され
る。
また、本計画の策定が要件となる、国の財
政支援を活用することが可能となった。

評価 検討中 実施

今後の
方向性

平成30年度の立地適正化計画の策定に
向け、引き続き検討を行う。

計画に基づく都市整備を推進する。

2

(1) 市民サー
ビスの向上
の取組

②　ICTを活用した
サービスの向上

　市民サービスの向
上を図るため、各種
事務事業において
ICTを活用したサー
ビスを検討、実施す
る。

かかりつけ医による家庭
内血圧見守り

・市民サービスの向
上
・事務事業の効率化

保健課

eLTAＸシステムの導入の
検討及び運用

税務課

3
③　コンパクトシティ
の取組

　人口減少を踏ま
え、今後の都市計画
として、コンパクトシ
ティ・プラス・ネット
ワークの検討を行
う。

立地適正化計画の策定

・コンパクトシティや効
率的な都市づくりに向
けた市民の理解の醸
成
・住民意見を反映した
立地適正化計画の策
定

都市整備課
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大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

目標

①喜多方市地域公共交通再編実施計画
策定調査事業の実施（市街地における循
環路線の形成や予約型乗合交通の運行
見直し等の検討を行う）

②1日当たりの公共交通利用者数　290人

①喜多方市地域公共交通再編実施計画
の策定及び再編に向けての取組の実施

②1日当たりの公共交通利用者数　310人

①喜多方市地域公共交通
再編実施計画に基づく再編
取組の実施

②1日当たりの公共交通利用者数　325人
　
②1日当たりの公共交通利用者数　345人

　
②1日当たりの公共交通利用者数　360人

実績

①喜多方市地域公共交通再編実施計画
策定調査事業を実施した。

②1日当たりの公共交通利用者数
　277人　達成率　95.5％

≪路線バス≫
　塩川線（87人）、熊倉線（10人）、坂下線（38
人）、荻野線（5人）、裏磐梯線（32人）
 

≪予約型乗合交通≫
　・喜多方地区(目標値 68人)
　　利用人数　57人（達成率　83.8％）
　・熱塩加納地区(目標値 23人)
    利用人数　31人（達成率　134.8％）
　・塩川地区(目標値 27人)
    利用人数  3人（達成率　11.0％）
　・山都地区(目標値 10人)
    利用人数　11人（達成率　110.0％）
　・高郷地区(目標値 5人)
    利用人数　3人（達成率　60.0％）

  ・全地区(目標値 133人)
    利用人数105人 （達成率　78.9％）

①喜多方市地域公共交通再編実施計画
を策定した。

②1日当たりの公共交通利用者数
　283人　達成率　91.3％

≪路線バス≫
　塩川線（99人）、熊倉線（11人）、坂下線（38
人）、荻野線（5人）、裏磐梯線（32人）
　

≪予約型乗合交通≫
　・喜多方地区(目標値 79人)
　　利用人数　51人（達成率　65.6％）
　・熱塩加納地区(目標値 23人)
    利用人数　31人（達成率　134.8％）
　・塩川地区(目標値 28人)
    利用人数  2人（達成率　7.1％）
　・山都地区(目標値 13人)
    利用人数　10人（達成率　76.9％）
　・高郷地区(目標値 8人)
    利用人数　4人（達成率　50.0％）

  ・全地区(目標値 151人)
    利用人数98人 （達成率　64.9％）

成果

遠距離通学・通園の支援事業（学校教育
課）への対応を行うなど、公共交通の充実
を図ることで、1日当たりの利用者数の増
加を図ることができた。
 平成28年度 　　　平成29年度
　　271人　　　 　　　277人

遠距離通学・通園の支援事業（学校教育
課）への対応を行うなど、公共交通の充実
を図ることで、1日当たりの利用者数の増
加を図ることができた。
 平成29年度 　　　平成30年度
　　277人　　　 　　　283人

評価
①：実施
②：Ａ

①：実施
②：Ａ

今後の
方向性

喜多方市地域公共交通網形成計画並び
に再編実施計画を策定し、計画を基に公
共交通全般の運行見直し等の検討を行い
ながら、利用者数の増加を図る。

喜多方市地域公共交通網形成計画並び
に再編実施計画に基づき、公共交通全般
の運行見直し等の検討を行いながら、利
用者数の増加を図る。

目標

組織体制のヒアリングを実施し、
業務量等の把握を行うとともに、
各種施策・事務事業の効率的・
効果的な推進に向けた組織体制
の構築を図る。

　 　 　 　

実績

重点事業または課題等へ対応するため、
平成29年４月１日付けで組織見直しを行
い、参事兼こども課長および建設部建設
課に立地適正化計画担当の主幹を配置し
た。

重点事業または課題等へ対応するため、
平成30年４月１日付けで組織見直しを行
い、建設部に都市計画事業特命の参事及
び企画政策部企画調整課長補佐に住民
自治担当を配置した。
社会経済情勢の変化や住民ニーズの多
様化などによる新たな行政課題に対応す
るとともに重点事業を着実に進めるため、
平成31年４月１日付けで組織見直しを行う
ためその準備を行うとともに、組織見直し
のパンフレットを作成し市民に周知した。

成果
子育て支援、まちづくり等の重点施策の推
進を図ることができた。

地域振興、まちづくり等の重点施策の推進
を図る体制を構築することができた。

評価 実施 実施

今後の
方向性

引き続きヒアリングを実施するなど現状把
握に努め、効率的・効果的な行政運営の
推進に向けた組織体制の構築を図る。

引き続きヒアリングを実施するなど現状把
握に努め、効率的・効果的な行政運営の
推進に向けた組織体制の構築を図る。

地域振興課

5
⑤　組織機構等の
見直し

  市民ニーズ、社会
状況の変化や多様
化する行政需要に
即応した施策を総合
的かつ機動的に展
開できる体制を構築
する。

同左

・効率的・効果的な行
政運営の推進
・市民に分りやすい組
織体制の構築

総務課

4
④　公共交通の充
実

　まちづくりと連携
し、公共交通ネット
ワークの再構築を行
う。

同左
市民の日常生活を支
える公共交通網の実
現

(1) 市民サー
ビスの向上
の取組

(1) 市民サー
ビスの向上
の取組

4 ページ



大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

目標 市民の意見の把握と反映
　 　 　 　

実績

○パブリックコメントの実施
7件のパブリックコメントを実施した。

 ・喜多方市地域公共交通網形成計画
（案）
【生活防災課】
 ・喜多方市行政改革大綱（案）
 ・喜多方地方定住自立圏共生ビジョン
（案）
 ・喜多方市再生可能エネルギービジョン
（案）
【企画調整課】
 ・喜多方市農林業ビジョン（案）
【農業振興課】
 ・第3次喜多方市障がい者計画・第5期喜
多方市障がい福祉計画・第1期喜多方市
障がい児福祉計画（素案）
【社会福祉課】
 ・喜多方市高齢者福祉計画・第７期喜多
方市介護保険事業計画（素案）
【高齢福祉課】

○懇談会等の開催
市民参加の懇談会等を実施するなど市民
参画に向けた取組を行った。

 ・農林業ビジョン策定懇話会（合計６回開
催）【農業振興課】

○パブリックコメントの実施
7件のパブリックコメントを実施した。

・旧福島県立喜多方病院跡地及び旧福島
県立喜多方商業高等学校跡地整備計画
基本構想（案）
【企画調整課】
・喜多方市地域公共交通再編実施計画
(案)
【生活防災課】
・喜多方市災害廃棄物処理計画（案）
【環境課】
・喜多方市工業振興ビジョン（案）
【商工課】
・第2次喜多方市国土利用計画（案）
・喜多方市歴史的建築物の保存及び活用
に関する条例（案）
・喜多方市立地適正化計画（素案）
【都市整備課】

○ニーズ調査等の実施
・第２期子ども子育て支援事業計画策定に
伴う市民ニーズ調査を実施した。
 -調査票の配布
　 就学前の児童の保護者　　1,200名
　 小学生の保護者　　1,200名
 -調査票の回収状況
　 就学前の児童の保護者　652名　54.3%
　 小学生の保護者　　720名　60.0%
【こども課】

成果

政策決定過程において、市民参画を推進
することができた。また、市民意見を集約
し、計画策定等に反映させることができ
た。

政策決定過程において、市民参画を推進
することができた。また、市民意見を集約
し、計画策定等に反映させることができ
た。

評価 実施 実施

今後の
方向性

引き続き意見の把握と反映に努めていく。
パブリックコメント等の結果を踏まえて条例
や計画を制定する。

引き続き意見の把握と反映に努めていく。
パブリックコメント等の結果を踏まえて条例
や計画を制定する。

目標

①基本計画に基づく実施計画の策定及び
各種事業の実施

②各種委員会女性登用率　40%

①計画に基づく施策の推進

実績

①実施計画を策定し（平成29年９月）、64
事業実施した。

②各種委員会女性登用率
　・委員会数　　　39組織
　・委員総数　　 452人
　・女性数　　　  135人
　・女性登用率　 29.9%
(平成29年４月１日現在）

①H30実施計画を策定し、65事業実施し
た。

②各種委員会女性登用率
　・委員会数　　　37組織
　・委員総数　　 419人
　・女性数　　　 123人
　・女性登用率　 29.4%
(平成30年４月１日現在）

成果
各種委員会女性登用率は目標を下回って
いるが、政策決定過程において女性参画
の推進を図ることができた。

各種委員会女性登用率は目標を下回って
いるが、政策決定過程において女性参画
の推進を図ることができた。

評価
①：実施
②：Ｂ

①：実施
②：Ｂ

今後の方
向性

女性登用率目標40%達成のため、各課等
に各種委員会の改選時には女性の登用
を積極的に図るよう依頼し、継続して女性
参画機会の拡大を進めていく。

女性登用率目標40%達成のため、各課等
に各種委員会の改選時には女性の登用
を積極的に図るよう依頼し、継続して女性
参画機会の拡大を進めていく。

企画調整課
関係各課

7
②　男女共同参画
社会の推進

　男女共生社会を推
進するため、男女共
同参画基本計画及
び実施計画に基づ
き、各種事業を実施
する。

同左
男女共同参画社会づ
くりの実現

企画調整課
関係各課

6

(2) 市民との
協働による
まちづくり

①　市民の意見・意
向の把握

　各計画等の策定
及び改定作業等に
おいてパブリックコメ
ント等の手法を用
い、市民の意見を把
握するとともにその
反映を図る。

・パブリックコメントの実施
・ワークショップや懇談会
の開催　等

開かれた市政や市民
との協働によるまちづ
くりの実現

5 ページ



大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

目標
市民との協働体制の推進に
向けた取組を進める。

　 　 　 　

実績

・市民活動支援事業
喜多方市市民活動支援センター補助金
（3,886千円）を運営主体であるNPO法人
喜多方市民活動サポートネットワークに交
付し、協働の取組を推進した。
【生活防災課】

・一斉清掃の実施
行政区長の協力を得て、市民参加型の一
斉清掃を実施した。
【環境課】

・都市公園等の清掃及び除草、トイレ清掃
地元行政区や団体とのサポート協定を締
結し、取組を継続して行った。
【建設課】

・市民活動支援事業
喜多方市市民活動支援センター補助金
（3,766千円）を運営主体であるNPO法人
喜多方市民活動サポートネットワークに交
付し、協働の取組を推進した。
【生活防災課】

・一斉清掃の実施
行政区長の協力を得て、市民参加型の一
斉清掃を実施した。
【環境課】

・都市公園等の清掃及び除草、トイレ清掃
地元行政区や団体とのサポート協定を締
結し、取組を継続して行った。
【建設課】

成果

・協働のパイプ役となる市民活動支援セン
ターで、補助金制度、ボランティア活動等
に対する相談を随時受け付けた。
【生活防災課】

・地区の協力のもと、環境美化・美しいまち
づくりの推進を図ることができた。
【環境課】

・公園等に対する愛護意識の高揚及び環
境美化を図ることができた。
【建設課】

・協働のパイプ役となる市民活動支援セン
ターで、補助金制度、市民活動等に対する
相談を随時受け付けた。
【生活防災課】

・地区の協力のもと、環境美化・美しいまち
づくりの推進を図ることができた。
【環境課】

・公園等に対する愛護意識の高揚及び環
境美化を図ることができた。
【建設課】

評価

・市民活動支援事業：実施【生活防災課】

・一斉清掃の実施：実施【環境課】

・都市公園等の清掃及び除草、トイレ清
掃：実施【建設課】

・市民活動支援事業：実施【生活防災課】

・一斉清掃の実施：実施【環境課】

・都市公園等の清掃及び除草、トイレ清
掃：実施【建設課】

今後の
方向性

・引き続き取組を行い、協働の推進を図
る。
【生活防災課】

・引き続き取組を行う。
【環境課】

・サポート協定団体の構成員の高齢化に
伴い、活動の縮小化が懸念されるので、
今後の方向性を協定団体とともに見出し
ていく。
【建設課】

・引き続き取組を行い、協働の推進を図
る。
【生活防災課】

・引き続き取組を行う。
【環境課】

・サポート協定団体の構成員の高齢化に
伴い、活動の縮小化が懸念されるので、
今後の方向性を協定団体とともに見出し
ていく。
【建設課】

生活防災課
環境課
建設課
都市整備課
関係各課

・市民活動支援事業の実
施
・市民参加による一斉清
掃の実施
・行政区や団体等による
都市公園等の清掃及び除
草、トイレ清掃等

(2) 市民との
協働による
まちづくり

③　協働体制の推
進

8

　市民と行政の役割
分担と責務の関係、
市民参加のあり方を
検討し、行政と市民
のパートナー関係に
よる協働のまちづく
りを進める。

・市民との協働による
まちづくりの実現
・行政だけでは解決で
きない課題への対応

6 ページ



大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

目標

①第１層協議体の設置（市全域）
　 第２層協議体の設置（民生児童委員活
動エリア13地区）

②第２層生活支援コーディ
ネーターの配置
※第１層：市町村区域
※第２層：日常生活圏域（中学校区域）

① 第１層協議体の設置
　  第２層協議体の設置

②第２層生活支援コーディ
ネーターの配置

　 　

実績

①生活支援の必要性等に関する学習会を
開催したが、情報の共有及び連携強化の
場となる協議体の設置までには至らな
かった。

②第２層生活支援コーディネーターの配置
に向け、喜多方市社会福祉協議会と協議
を行った。

①第１層・第２層協議体の設置
・平成31年２月13日、喜多方市生活支援
支え合い連携会議（第1層）設置
・平成30年８月７日、熊倉地区生活支援支
え合い会議（第２層）設置
・平成30年8月29日、熱塩加納地区生活支
援支え合い会議（第２層）設置

②平成30年４月１日、社会福祉協議会に
第２層生活支援コーディネーター1名配置

成果

①平成29年５月高齢者に寄りそうまちづく
り学習会を開催し、協議体の設置に向け
た理解を深めることができた。（参加者：48
名）

②平成30年４月より第２層生活支援コー
ディネーター１名の配置に向け準備を進め
ることができた。

①第１層・第２層協議体の設置
・喜多方市生活支援支え合い連携会議
（第１層）１回開催
・熊倉地区生活支援支え合い会議（第２
層）５回開催
・熱塩加納地区生活支援支え合い会議
（第２層）７回開催

②第２層生活支援コーディネーター１名を
配置したことにより、２地区の生活支援支
え合い会議の設置に向けた取り組みが強
化された。

評価
①：一部実施
②：一部実施

①：一部実施
②：一部実施

今後の
方向性

①第１層及び第２層協議体の設置に向け
取り組む。

②第２層協議体の設置に合わせ、第２層
生活支援コーディネーターを配置する。

①未設置地区における、生活支援支え合
い会議（第２層）への取り組み。

②生活支援支え合い会議（第２層）の設置
に合わせ、第２層生活支援コーディネー
ターを配置する。

目標

①喜多方市市民活動支援
センターへの支援

②ＮＰＯ法人、ボランティア団体との協働
事業数
　目標数：20事業

②ＮＰＯ法人、ボランティア団体との協働
事業数
　目標数：21事業

②ＮＰＯ法人、ボランティア団体との協働
事業数
　目標数：22事業

②ＮＰＯ法人、ボランティア団体との協働
事業数
　目標数：23事業

②ＮＰＯ法人、ボランティア団体との協働
事業数
　目標数：25事業

実績

①NPO法人喜多方市民活動サポートネッ
トワークに対し、喜多方市市民活動支援セ
ンター補助金による支援を行い、次に掲げ
る事業を実施した。
 ・市民活動団体の実態調査
 ・広報紙の発行（年５回）
 ・ホームページによる市民活動団体の活
動情報、各種補助金情報等の提供（随時
更新）
 ・人材育成のための各種講座の開催
 ・会員拡大に向けた入会の促進
 ・市民活動フェスティバルの開催
 ・市民活動団体情報交換会の開催

②ＮＰＯ法人、市民活動団体との協働事業
数　20事業

①NPO法人喜多方市民活動サポートネッ
トワークに対し、喜多方市市民活動支援セ
ンター補助金による支援を行い、次に掲げ
る事業を実施した。
 ・市民活動団体の実態調査
 ・広報紙の発行（年５回）
 ・ホームページによる市民活動団体の活
動情報、各種補助金情報等の提供（随時
更新）
 ・人材育成のための各種講座の開催
 ・会員拡大に向けた入会の促進
 ・市民活動フェスティバルの開催
 ・市民活動団体情報交換会の開催

②ＮＰＯ法人、市民活動団体との協働事業
数　 19事業

成果
各種事業を行うことにより、ボランティア団
体やＮＰＯ法人への支援を実施し、市民活
動の推進を図ることができた。

各種事業を市民活動団体やＮＰＯ法人と
連携して実施することで、市民活動の推進
を図ることができた。

評価
①：実施
②：Ａ

①：実施
②：Ａ

今後の
方向性

継続して取り組むとともに、NPO法人につ
いては取得を検討している団体への支援
を実施していく。

継続して取り組むとともに、NPO法人につ
いては取得を検討している団体への支援
を実施していく。

・高齢者が住み慣れた地
域で生活できるよう、生活
支援サービスの提供体制
の構築に向けて、多様な
主体が参画する定期的な
情報の共有・連携強化の
場として協議体を設置す
る。
・併せて生活支援コーディ
ネーターを配置する。

高齢福祉課

9

④　ＮＰＯ・ボラン
ティア活動団体・行
政区や市民団体等
への支援と連携

　ボランティア・市民
活動への行政の支
援のあり方の検討
及び支援をするとと
もに、ボランティア団
体やＮＰＯ法人と連
携し、市民活動の推
進を図る。

同左
市民団体との協働に
よるまちづくりの推進

生活防災課

③　協働体制の推
進

　市民と行政の役割
分担と責務の関係、
市民参加のあり方を
検討し、行政と市民
のパートナー関係に
よる協働のまちづく
りを進める。

8

・市民との協働による
まちづくりの実現
・行政だけでは解決で
きない課題への対応

(2) 市民との
協働による
まちづくり
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大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

目標

横断的な連携に向けた取組を
進める。

成果

全庁にわたる横断的な組織により意見交
換等を行うことで、情報共有の強化や事業
の進め方等において連携を図ることがで
きた。

全庁にわたる横断的な組織により意見交
換等を行うことで、情報共有の強化や事業
の進め方等において連携を図ることがで
きた。

評価 実施 実施

今後の
方向性

継続して横断的な組織連携を図っていく。 継続して横断的な組織連携を図っていく。

企画調整課
関係各課

10

(3) 横断的な
組織連携と
人材育成等
の推進

①　横断的な組織連
携の推進

　多様化・複雑化す
る行政需要に対応
するため、課を越え
た横の連携を推進
する。

プロジェクトチーム、検討
委員会等の活用

・事務事業の円滑な
実施
・多様な行政需要へ
の対応

実績

庁内検討委員会等の設置

○平成29年に開催があったもの
 ・旧福島県立喜多方商業高等学校跡地
及び旧福島県立喜多方病院跡地整備計
画プロジェクトチーム
 ・喜多方市再生可能エネルギービジョン
策定庁内連絡会議
【企画調整課】
 ・喜多方市公共施設等総合管理推進本
部
【財政課】
 ・市営墓地整備等庁内検討委員会
【環境課】
 ・障がい者計画等策定庁内検討委員会
【社会福祉課】
 ・新工業団地整備推進プロジェクトチーム
【商工課】
 ・第２次国土利用計画策定本部
 ・喜多方市立地適正化計画庁内検討委
員会
 ・喜多方市立地適正化計画策定業務に
係るプロポーザル審査委員会
【建設課】
 ・喜多方市立小・中学校適正配置等庁内
検討委員会【学校教育課】

○設置はしているが、平成29年に開催が
なかったもの
・喜多方市社会保障・税番号制度対策プ
ロジェクトチーム
・喜多方市高度情報化計画策定委員会
【情報政策課】
・喜多方市生活困窮者自立支援庁内事業
運営連携会議
【社会福祉課】

庁内検討委員会等の設置

○平成30年に開催があったもの
 ・喜多方市再生可能エネルギー導入推進
庁内連絡会議
 ・旧福島県立喜多方商業高等学校跡地
及び旧福島県立喜多方病院跡地整備計
画プロジェクトチーム
・新市建設計画庁内検討会
【企画調整課】
 ・喜多方市公共施設等総合管理推進本
部
【財政課】
 ・市営墓地整備等庁内検討委員会
【環境課】
・地域福祉計画策定庁内検討委員会
【社会福祉課】
・子育て支援体制整備庁内検討会
【こども課】
・喜多方市立地適正化計画庁内検討委員
会
・喜多方市空家等対策推進委員会
【都市整備課】
・喜多方市立小・中学校適正配置等庁内
検討委員会
【学校教育課】
・ホストタウン検討委員会
【生涯学習課】

○設置はしているが、平成30年に開催が
なかったもの
 ・喜多方市再生可能エネルギービジョン
策定庁内連絡会議
【企画調整課】
・喜多方市高度情報化計画策定委員会
【情報政策課】
・ 新工業団地整備推進プロジェクトチーム
【商工課】
・甲斐本家「蔵」に関する取組等庁内検討
委員会
【観光交流課】
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大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

目標

喜多方市職員研修計画に基づ
き実務教養研修、研修所への
派遣研修等を行う。
研修計画は、行政課題や業務
遂行に必要な能力開発の研修
受講など、毎年見直しを行う。

実績

○派遣研修　（延べ184名）
　・ふくしま自治研修センター
　　延べ122名
　・その他派遣研修
　　延べ62名
○実務教養（職場内）研修
　・25回　延べ923名

○派遣研修　（延べ131名）
　・ふくしま自治研修センター
　　延べ80名
　・その他派遣研修
　　延べ51名
○実務教養（職場内）研修
　・28回　延べ762名
○これまでの研修の検証を行うとともに、
次期計画の策定作業を行った。

成果
職員の資質向上と知識・技能を修得する
ことができた。

職員の資質向上と知識・技能を修得する
ことができた。

評価 実施 実施

今後の
方向性

研修内容のレベルアップを図りながら継続
して実施していく。

研修内容のレベルアップを図りながら継続
して実施していく。

目標

毎年一定数以上の提案件数を
目指す。

　・提案件数：20件

実績
　・提案件数：18件
　　（うち採用件数　６件）

　・提案件数：21件
　　（うち採用件数　５件）

成果
新任係長、人事交流等より復帰した職員
を中心に、おもてなし意識向上をねらいと
した提案が多く提出された。

市民の利便性を意識した事務処理の改善
や庁舎内の環境改善をねらいとした提案
が多く提出された。

評価 Ａ Ａ

今後の
方向性

職員の意識改革、市民サービス向上につ
ながるため、継続して実施していく。

職員の意識改革、市民サービス向上につ
ながるため、継続して実施していく。

目標
県等との人事交流を行う。

実績

○人事交流

　・福島県　２名
　・磐梯町　１名

※上記のほか、福島県の東京事務所、建
設事務所、広域連合へ職員を派遣してい
る。

○人事交流

　・福島県　２名
　・磐梯町　１名

※上記のほか、福島県の東京事務所、建
設事務所、広域連合へ職員を派遣してい
る。

成果
職員の資質向上、相互理解と連携強化を
図ることができた。

職員の資質向上、相互理解と連携強化を
図ることができた。

評価 実施 実施

今後の
方向性

県等との人事交流を継続し、さらに国との
実施に向け調整を行う。

県等との人事交流を継続し、さらに国との
実施に向け調整を行う。

11
②　人材育成基本
方針に基づく研修の
実施

　「喜多方市人材育
成基本方針」に基づ
く職場内研修及び実
務研修機会の充実
を図り、自己啓発等
と人材育成の観点
に立った人事管理を
行う。

・喜多方市職員研修計画
に基づき、実務教養研
修、研修所への派遣研修
等を行う。
・研修計画は、行政課題
や業務遂行に必要な能力
開発の研修受講など、毎
年見直しを行う。

・職員の資質の向上
・市民サービスの向
上

総務課

12
③　職員提案制度
の推進

(3) 横断的な
組織連携と
人材育成等
の推進

総務課

　市の施策及び事
務事業の改善に関
する提案を奨励する
ことにより、職員の
市政に対する参画
意識の高揚及び行
政効果の向上を図
るため、職員提案制
度を実施する。

同左

・執務環境の改善
・行政経費節減
・市民サービスの向
上

総務課

13
④　地方公共団体
等との人事交流

　自己啓発や人材
育成、効果的な施策
推進等を図るため、
地方公共団体等と
の相互間の人事交
流を行う。

同左
・効果的な業務遂行
・人材育成による職員
の資質向上
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大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

目標

①第３次定員適正化計画に基づく定員管
理を行う。
　2018年（平成30年）４月1日　定員数510
人

②第４次定員適正化計画策定作業を行
う。

①第４次定員適正化計画の策定

②第４次定員適正化計画に
基づき定員管理を行う。

　 　 　

実績

①平成30年４月１日定員数

　・計画人数　510人
　・実績　　　  506人

②第４次定員適正化計画の策定作業を
行った。

①平成31（2019）～平成35（2023）年の５
か年計画として第４次定員適正化計画を
策定するとともに、計画に沿った定員管理
を行った。

②平成31年４月１日定員数
　　・計画人数　513人
　　・実績　　　　513人

成果
定員の適正化を図るとともに、平成30年度
当初の策定完了に向け、第４次定員適正
化計画の策定作業を行った。

第４次定員適正化計画に基づき、初年度
の平成31年４月１日の定員数は計画通り
管理できた。

評価
①：Ａ
②：実施

①：実施
②：Ａ

今後の
方向性

引き続き適正な定員管理に努める。 引き続き適正な定員管理に努める。

目標

①全職員を対象とした人事
評価の実施

②評価者、被評価者を対象
とした研修等を継続し、制度
に対する理解を深めるとと
もに、評価の精度向上を図る。

　 　 　

実績

①年間スケジュールに基づき、人事評価
を実施した。

②人事評価制度の研修の実施
　・新任係長職、新規採用職員を対象に制
度等の研修会を実施
　２回（参加者49名）
　・評価者研修を実施
　８回（参加者189名）

①年間スケジュールに基づき、人事評価
を実施した。

②人事評価制度の研修の実施
　・新任係長職、新規採用職員を対象に制
度等の研修会を実施
　２回（参加者33名）
　・評価者研修を実施
　６回（参加者178名）

成果
評価者、被評価者ともに制度の定着が図
られてきている。

評価者、被評価者ともに制度の定着が図
られてきている。

評価
①：実施
②：実施

①：実施
②：実施

今後の
方向性

研修は継続的に実施し、評価の精度向上
と着実な実施を行っていく。

研修は継続的に実施し、評価の精度向上
と着実な実施を行っていく。

14
⑤　定員適正化計
画に基づく定員管理

　職員数について
は、社会情勢の変
動を捉え、事務事業
の見直しや類似団
体の定員を勘案した
定員適正化計画を
策定し、職員定数の
適正管理を行う。

同左
・事務事業の円滑な
実施
・定員の適正化

総務課

(3) 横断的な
組織連携と
人材育成等
の推進

総務課15
⑥　人事評価の実
施

　能力・実績に基づ
く人事管理の構築に
向け、客観的で公正
性や透明性が高く、
実効性のある人事
評価制度を行う。

同左

職員の能力開発、資
質向上と人材育成に
反映した組織の活性
化
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大綱１　市民サービスの向上と多様化するニーズへの対応

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
目標及び取組実績等

取組効果 担当課　

目標

①改正省エネ法で対象とされる
エネルギー（電気、重油、灯油
及びガス）の削減について、職員
の意識向上を図る。

②二酸化炭素排出量を２%削減する（2016
年度（平成28年度）対比）

（参考）
※2016年度（平成28年度）二酸化炭素排
出量 　1,007,542.39kg
※新庁舎２年目の2016年度（平成28年
度）を基準として、2030年度までに26%削
減を目標として設定している。

　
②二酸化炭素排出量を４%削減する（2016
年度（平成28年度）対比）

　
②二酸化炭素排出量を６%削減する（2016
年度（平成28年度）対比）

　
②二酸化炭素排出量を８%削減する（2016
年度（平成28年度）対比）

　
②二酸化炭素排出量を10%削減する
（2016年度（平成28年度）対比）

実績

①市環境マネジメントシステムの運用によ
り、各実行部門において環境推進員と独
自目標を設定し、実施結果を事務局（環境
課）へ報告するとともに、点検・見直しを行
い、環境配慮活動の推進を図った。
事務局において、環境マネジメントマニュ
アルの改訂に取り組んだ。

②二酸化炭素排出量：1,003,178.51kg
　平成28年度排出量対比 0.43%削減
　（目標達成率　21.5%）

①市環境マネジメントシステムの運用によ
り、各実行部門において環境推進員と独
自目標を設定し、実施結果を事務局（環境
課）へ報告するとともに、点検・見直しを行
い、環境配慮活動の推進を図った。
事務局において、環境マネジメントマニュ
アルの改訂に取り組んだ。

②二酸化炭素排出量：998,162.62kg
　平成28年度排出量対比 0.93％削減
  （目標達成率 23.3％）

成果

各実行部門の環境推進委員が環境記録
をとりまとめ環境管理責任者及び課員へ
周知して環境負荷低減への意識向上を図
ることができた。

各実行部門の環境推進委員が環境記録
をとりまとめ環境管理責任者及び課員へ
周知して環境負荷低減への意識向上を図
ることができた。

評価
①：実施
②：D

①：実施
②：D

今後の
方向性

・全職員を対象とした環境に関する研修会
を実施し、職員一人一人の意識向上を図
る。
・実績を環境管理委員会に諮り、取組の点
検・見直しを図る。
・内部監査を引き続き行う。

・全職員を対象とした環境に関する研修会
を実施し、職員一人一人の意識向上を図
る。
・実績を環境管理委員会に諮り、取組の点
検・見直しを図る。
・内部監査を引き続き行う。

16
⑦　環境マネジメン
トシステムの推進

　市環境マネジメン
トシステムの運用に
より、省資源・省エ
ネルギー活動の実
践等により、環境負
荷の低減と職員の
意識の向上を図る。

同左

・省資源、省エネル
ギーによる環境負荷
の低減
・職員の環境負荷低
減活動に対する意識
の向上

環境課

(3) 横断的な
組織連携と
人材育成等
の推進
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

目標

①基本計画審議会による
施策評価を実施する。

②事務事業評価について、
担当部課及び事務事業評
価推進本部会議による内部
評価、外部評価委員会によ
る外部評価を実施する。

実績

事務事業評価については、全591事業のう
ち、除外規定を考慮して、340事業から１次
評価対象を66事業選定し、担当課内で評
価を実施した。また、事務事業評価推進本
部会議において、66事業のうち21事業を
選定し、２次評価を実施した。２次評価対
象事業の中から、６事業を選定し、外部評
価委員会での評価を実施した。

①喜多方市総合計画の基本計画に関す
る市民満足度・重要度調査を実施し、住民
意識の把握に努めるとともに、施策の進捗
状況について、審議会の意見集約を実施
した。

②事務事業評価については、全590事業
のうち、除外規定を考慮して、340事業から
1次評価対象を70事業選定し、担当課内で
評価を実施した。また、事務事業評価推進
本部会議において、70事業のうち23事業
を選定し、２次評価を実施した。２次評価
対象事業の中から、６事業を選定し、外部
評価委員会での評価を実施した。

成果
外部評価委員会等からの評価に基づき、
各課の事務事業内容の見直しを行った。

①基本計画審議会等からの評価に基づ
き、総合計画の推進について、改善が図ら
れた。

②外部評価委員会等からの評価に基づ
き、各課の事務事業内容の見直しを行っ
た。

評価
①：実施
②：実施

①：実施
②：実施

今後の
方向性

総合計画の着実な推進と行政外部からの
客観的意見を施策に反映するため、引き
続き事務事業の内部評価及び外部評価を
実施する。

総合計画の着実な推進と行政外部からの
客観的意見を施策に反映するため、評価
方法の見直しを検討するとともに、引き続
き内部及び外部の評価を実施する。

目標

①実質公債費比率
　　8.8%

②将来負担比率
　　75.4%

①実質公債費比率
　　8.8%

②将来負担比率
　　81.5%

①実質公債費比率
　　8.6%

②将来負担比率
　　91.2%

①実質公債費比率
　　8.6%

②将来負担比率
　　95.7%

①実質公債費比率
　　8.9%

②将来負担比率
　　95.5%

実績

①実質公債費比率
　　8.7%

②将来負担比率
　　48.5%

①実質公債費比率
　　8.6%

②将来負担比率
　　48.3%

成果
財政健全化の推進のため、中期財政計画
の適正実施を進めることにより、健全な財
政運営を図ることができた。

財政健全化の推進のため、中期財政計画
の適正実施を進めることにより、健全な財
政運営が図られた。

評価
①：Ａ
②：Ａ

①：Ａ
②：Ａ

今後の
方向性

引き続き、健全な財政運営を図っていく。 引き続き、健全な財政運営を図っていく。

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

18

(1) 効率的・
効果的な行
財政運営

17
①　行政評価の推
進

財政課健全財政の維持同左

　中期財政計画を策
定し、計画的な事業
の実施と健全な財
政運営を図る。

②　中期財政計画
の策定・公表

目標及び取組実績等

同左 企画調整課
総合計画の推進及び
事務事業の効率的な
見直し

　PDCAサイクルを
活用した行政評価シ
ステムにより、総合
計画の進捗状況や
事務事業の評価・検
証を行う。また、外
部の委員による評
価を行い、意見を反
映させていく。

取組効果 担当課　No.
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

目標及び取組実績等
取組効果 担当課　No.

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容

目標

①統一的新地方公会計制度
による財務諸表（決算ベース）
の作成

②統一的新地方公会計制度
の活用の検討

実績
統一的な基準による地方公会計制度に基
づいた財務書類を作成し公表した（平成28
年度決算）。

統一的な基準による地方公会計制度に基
づいた財務書類を作成し公表した（H29年
度決算）

成果

統一的な基準による地方公会計の整備が
図られ、より正確に資産と負債及び行政コ
ストを把握することができ、財政の適正化
及び効率化を図ることができた。

統一的な基準による地方公会計の整備が
図られた。

評価 実施 実施

今後の
方向性

統一的新地方公会計制度の活用を検討
する。

統一的新地方公会計制度の活用を図って
いく。

目標

公共工事の発注・施行時期
の平準化を図り、適正な工期
の確保に資するため、債務
負担行為を活用し、当該年度
に発注に係る準備を行う。

実績

平成28年度に14件の債務負担行為（ゼロ
市債）を設定し、平成29年度の早期発注
により、施工時期等の平準化を図った。
【財政課、関係各課】

H29年度に９件の債務負担行為（ゼロ市
債）を設定し、H30年度の早期発注により、
施工時期等の平準化を図った。
【財政課、関係各課】

成果
債務負担行為を活用し、公共工事の施行
時期等の平準化を図られた。
【財政課、関係各課】

債務負担行為を活用し、公共工事の施行
時期等の平等化が図られた。
【財政課、関係各課】

評価 実施【財政課、関係各課】 実施【財政課、関係各課】

今後の
方向性

引き続き、債務負担行為を活用し、公共事
業の発注、施工次期の平準化を図ってい
く。
【財政課、関係各課】

引き続き、債務負担行為を活用し、公共事
業の発注、施工次期の平準化を図ってい
く。
【財政課、関係各課】

目標
指針の策定 指針に基づき運用を行う。

実績
公用車管理指針を策定した（平成29年12
月）。

公用車管理指針を基に公用車の効率的な
運用を図った。
売却：11台、返還：２台、導入：10台（うち
リース：２台）

成果
公用車管理指針に基づき、公用車の更新
を行い、効率的な運用を図ることができ
た。

公用車管理指針に基づき、効率的な公用
車の入れ替えを行った。

評価 実施 実施

今後の
方向性

指針を基に、適正な公用車の管理を図っ
ていく。

指針を基に、適正な公用車の管理を図っ
ていく。

19

20

21

・車両の有効活用
・車両の計画的な更
新、管理による効率
的な運用

財政課同左

　公用車の適正配
置と効率的な運行を
図るため、公用車管
理指針を策定し、運
用する。

⑤　公用車管理指
針の策定と運用

財政課
行財政運営の効率的
な運用

同左

　現在行っている地
方公会計制度によ
る財務諸表の作成
から統一的新地方
公会計制度への移
行に向けた取組を
行う。

(1) 効率的・
効果的な行
財政運営

・建設業等の企業経
営の健全化（人材・機
材の実働日数の向上
等）
・発注に関わる事務
作業の平準化

同左

　債務負担行為を活
用し、年度当初の発
注量を増し、公共工
事の発注・施行時期
の平準化を図り、適
正な工期の確保に
資する。

④　工事発注時期
及び施工時期の平
準化

財政課
契約管理課
関係各課

③　統一的な基準に
よる地方公会計の
整備と活用
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

目標及び取組実績等
取組効果 担当課　No.

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容

目標
指針の策定に向けた検討を行う。 指針の策定 指針に基づき適正化を図る。

実績
予算査定時において、各種負担金のあり
方等について聴取した。併せて、指針の策
定に向け検討した。

補助金等の適正化に関する指針を策定し
た。

成果

指針については、現在策定中であり、具体
的な成果にはいたっていないが、予算査
定時のヒアリングにより、各種負担金のあ
り方等について適正化を図ることができ
た。

指針を策定したことにより、今後の補助金
等の方向性を示した。

評価 検討中 実施

今後の
方向性

引き続き、策定に向け検討していく。
指針をもとに、適正な負担金及び交付金
の適正化を図る。

目標

売却が可能な土地等の調査
を進め、処分可能な財産の
売却や貸付を図る
（遊休地・貸付地・法定外財
産等）。

　・目標額：1,000千円

実績

平成29年度において、３件の遊休資産の
売却を行った。
・熱塩加納町熱塩地内(宅地）
　1件　18.20㎡　　　59,800円
・慶徳町山科地内(宅地）
　1件　182.83㎡　　744,082円
・字押切三丁目地内(宅地）
　1件　345.56㎡　　5,252,512円

H30年度において、６件の遊休資産の譲
渡を行った。
・塩川町窪地内（宅地）
　1件　75.49㎡　　428,745円
・松山町村松地内（宅地＋雑種地）
　1件　11,334.32㎡　　94,393,671円
・豊川町一井地内（宅地）
　1件　19.76㎡　　　　　　104,722円
・字前田地内（宅地）
　1件　22.00㎡　　　　　　560,542円
・熱塩加納町相田地内（宅地）
　1件　18.08㎡　　　　　　　65,566円
・岩月町大都地内（雑種地）
　1件　499.00㎡　　　　 2,324,540円

成果
目標額1,000千円の約605%の売却となっ
た。売却合計額 6,056,394円となり、自主
財源の確保を図ることができた。

売却合計額 97,877千円となり、自主財源
の確保を図ることができた。

評価 Ａ Ａ

今後の
方向性

引き続き遊休資産の売却を進めていく。 引き続き遊休資産の譲渡を進めていく。

(1) 効率的・
効果的な行
財政運営

22

23
(2) 歳入の適
正確保に向
けた取組

⑥　負担金・補助及
び交付金の適正化

財政課
関係各課

財政課
・維持管理費の削減
・自主財源の確保

同左

　売却が可能な土地
等の調査を進め、処
分可能な財産の売
却や貸付を図る。
（遊休地・貸付地・法
定外財産等）

①　市有財産活用
の推進

同左

削減・縮小、新規の設
定及び終期の設定に
よる負担金、補助金、
交付金の適正化

　社会情勢の変化
や行政の責任範
囲、経費の負担の
あり方・行政効果等
を踏まえ、負担金補
助及び交付金に係
る指針の策定を行
う。
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

目標及び取組実績等
取組効果 担当課　No.

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容

目標

①広報紙及び市ホームページ
　有料広告掲載　100件
　広告掲載料　　 100万円

②水道課ホームページ
　広告掲載件数　　３件

③「太極拳ゆったり体操」
DVD付き手引書　　300冊

①広報紙及び市ホームページ
　有料広告掲載　110件
　広告掲載料　　 110万円

①広報紙及び市ホームページ
　有料広告掲載　120件
　広告掲載料　　 120万円

①広報紙及び市ホームページ
　有料広告掲載　130件
　広告掲載料　　 130万円

①広報紙及び市ホームページ
　　有料広告掲載　140件
　　広告掲載料　　 140万円

実績

①広報紙及び市ホームページ
　掲載件数　100件
　　・広報紙　76件
　　・市ＨＰ  　24件
【企画調整課】

②水道課ホームページ
　広告掲載件数　　３件
【水道課】

③「太極拳ゆったり体操」ＤＶＤ付き手引書
319冊
【高齢福祉課】

①広報紙及び市ホームページ
　掲載件数　125件
　　・広報紙　101件
　　・市ＨＰ  　24件
【企画調整課】

②水道課ホームページ
　広告掲載件数　　３件
【水道課】

③「太極拳ゆったり体操」ＤＶＤ付き手引書
263冊
【高齢福祉課】

成果

①広報紙及び市ホームページ広告掲載料
1,120千円（広報紙　880千円、市ＨＰ　240
千円）の自主財源の確保を図ることができ
た。
　・広報紙　　10,000円　　　64件
　　　　　　　　 20,000円　　　12件
　・市ＨＰ　　  10,000円　　　24件
（昨年度実績　   94件 1,090千円）
（昨年度実績比　+6件　+30千円）
【企画調整課】

②水道課ホームページ広告掲載料
108千円（3,000円×12ヶ月×3件）の自主
財源の確保を図ることができた。
【水道課】

③介護予防のための太極拳ゆったり体操
ＤＶＤ付き手引書著作権料
51千円（＠160円×319冊）の自主財源の
確保を図ることができた。
【高齢福祉課】

①広報紙及び市ホームページ広告掲載料
1,250千円（広報紙　1,010千円、市ＨＰ
240千円）の自主財源の確保を図ることが
できた。
　・広報紙　　10,000円　　　77件
　　　　　　　　 20,000円　　　12件
　・市ＨＰ　　  10,000円　　　24件
（昨年度実績　   100件 1,120千円）
（昨年度実績比　+25件　+130千円）
【企画調整課】

②水道課ホームページ広告掲載料
108千円（3,000円×12ヶ月×3件）の自主
財源の確保を図ることができた。
【水道課】

③介護予防のための太極拳ゆったり体操
ＤＶＤ付き手引書著作権料
42千円（＠160円×263冊）の自主財源の
確保を図ることができた。
【高齢福祉課】

評価
①：Ａ【企画調整課】
②：Ａ【水道課】
③：Ａ【高齢福祉課】

①：Ａ【企画調整課】
②：Ａ【水道課】
③：Ａ【高齢福祉課】

今後の
方向性

①有料広告掲載件数次年度目標110件の
達成のため、広告掲載のＰＲ及び申請方
法の周知を行う。
【企画調整課】

②広告掲載の継続に努める。
【水道課】

③継続して取り組む。
【高齢福祉課】

①有料広告掲載件数次年度目標120件の
達成のため、広告掲載のＰＲ及び申請方
法の周知を行う。
【企画調整課】

②広告掲載の継続に努める。
【水道課】

③継続して取り組む。
【高齢福祉課】

24
(2) 歳入の適
正確保に向
けた取組

企画調整課
水道課
高齢福祉課
関係各課

自主財源の確保同左

・自主財源確保のた
め、広報紙、ホーム
ページへの有料広
告の掲載等を推進
する。
・新たな分野におけ
る有料広告の掲載
等について検討を
行う。

②　広告事業の推
進
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

目標及び取組実績等
取組効果 担当課　No.

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容

目標

消費税10％の引き上げに向け、方針の策
定に関する検討を行う。

方針の策定 方針に基づく使用料及び手数料の見直し
を行う。

適用開始予定（10月１日）

実績
消費税10％の引き上げに向けて、全体的
な見直しの準備をした。

使用料及び手数料の見直しに関する方針
を策定した。

成果
準備段階であり、具体的な成果には至っ
ていないが、見直しの方向性について検
討した。

使用料及び手数料の見直しに関する統一
した基準を示した。

評価 検討中 実施

今後の
方向性

引き続き準備を進める。
統一した基準により、適正な使用料、手数
料を設定していく。

目標

①公共施設等のマネジメント
を継続的に推進するため、各
施設所管課が連携するととも
に、全庁的な推進を図る。

②全体的な必要機能や施設
規模の見直し等を行い、総量
の最適化を推進する。
※施設保有面積について、
2016年度（平成28年度）を
基準に３割の削減を目指す。

③個別施設計画の策定に向
け、施設の現状と課題の把握
を行う。

・個別施設計画の策定 ・個別施設計画に基づく対応

実績
個別施設計画策定に着手し、平成29年度
は施設カルテの整備を行った。

H30年度は簡易劣化度診断や市民アン
ケート調査を実施した。

成果

現在、個別計画を策定中であり、具体的な
成果には結びついていないが、施設カル
テの整備等、今後の公共施設等マネジメ
ントの基礎資料の充実を図ることができ
た。

簡易劣化度診断や市民アンケート調査を
実施したことにより、施設の現状や市民の
意向が把握できた。

評価
①実施
②実施
③実施

①実施
②実施
③実施

今後の
方向性

施設カルテをベースに、引き続き個別施設
計画を策定する。

簡易劣化度診断やアンケート調査の結果
を含め具体的な施設整備の方針検討に入
る。

③　使用料及び手
数料の適正化

25

26
①　公共施設等総
合管理計画による
公共施設の管理等

(3) 公共施設
マネジメント
の推進

財政課
関係各課

・安全かつ安心な施
設の提供
・市民サービスの向
上
・将来の財政負担の
軽減・平準化

同左

　公共施設等総合
管理計画に基づき、
中長期的な視点に
立った維持補修や
更新等を行うための
個別施設計画を策
定し、対応する。

財政課
関係各課

適正な負担の確保同左

　各課において、負
担公平の原則や受
益者負担の原則を
基本に、使用料及び
手数料について方
針に基づき見直しを
する。

(2) 歳入の適
正確保に向
けた取組
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

目標及び取組実績等
取組効果 担当課　No.

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容

目標

①譲渡可能な市有施設につ
いて、地区と協議を進め、譲
渡を行う。

②４施設の譲渡を行う。 ②３施設以上の譲渡を目指す。

実績

○無償譲渡施設(４施設)
・平成29年４月１日付けで川原鉱山集会施
設を譲渡した。
・平成29年７月１日付けで御林多目的集会
センター、赤崎多目的集会センターを譲渡
した。
【熱塩加納総合支所産業課】

・平成29年４月１日付けで下廻戸会館を譲
渡した。
【山都総合支所産業課】

○上記以外の施設
・寺内会館の無償譲渡が協議が整い、喜
多方市多目的集会施設等条例を改正し
た。（平成30年３月）
・沼ノ平会館の無償譲渡の協議が整い、
国の承認を受けるべく調整中。
【山都総合支所】

・小土山集会施設の無償譲渡の協議が整
い、喜多方市多目的集会施設等条例を改
正した。（平成30年３月）
【高郷総合支所】

・舞台田集会所について、行政区長と２回
の意見交換を実施。
【商工課】

○無償譲渡施設(２施設)
・平成30年４月１日付けで寺内会館を譲渡
した。
【山都総合支所産業建設課】

・平成30年４月１日付けで小土山集会施設
を譲渡した。
【高郷総合支所産業建設課】

○上記以外の施設
・舞台田集会所について、行政区長と２回
の意見交換を実施。
【商工課】

・針生行政区より針生多目的集会センター
の譲渡承諾書の提出及び認可地縁団体
設立のための総会が開催され、譲渡に向
けた手続きが進行中。
【熱塩加納総合支所産業建設課】

成果

新たに４施設を行政区へ譲渡し、無償譲
渡の推進が図ることができた。また、行政
区長に対し、市の方針について周知を
行った。
【企画調整課、関係各課】

新たに２施設を行政区へ譲渡し、無償譲
渡の推進が図ることができた。また、行政
区長に対し、市の方針について周知を
行った。
【企画調整課、関係各課】

評価
①実施【企画調整課、関係各課】
②Ａ【企画調整課、関係各課】

①実施【企画調整課、関係各課】
②C【企画調整課、関係各課】

今後の
方向性

今後も譲渡に向け、引き続き協議を行って
いく。
【企画調整課、関係各課】

今後も譲渡に向け、引き続き協議を行って
いく。
【企画調整課、関係各課】

27

企画調整課
農業振興課
社会福祉課
商工課
熱塩加納総合支所産
業建設課
山都総合支所住民課
山都総合支所産業建
設課
高郷総合支所産業建
設課

・施設の有効活用
・維持管理経費の削
減
・利用者負担の公平
性

同左

　利用者負担の公
平性等の観点から、
譲渡可能な市有集
会施設の行政区へ
の無償譲渡を推進
する。

※2018年（平成30
年）４月１日
・譲渡可能施設：30
施設
・報告により譲渡可
能になる施設：25施
設
・譲渡不可施設：10
施設
合計：65施設

(3) 公共施設
マネジメント
の推進

②　市有集会施設
譲渡の推進
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

目標及び取組実績等
取組効果 担当課　No.

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容

目標

①道路や道路構造物等の持続
可能な維持管理を行う。

②一級市道の舗装補修の対策
率　（2021年度目標値50％）

実施箇所：一ノ堰・大沢線

③橋りょうの修繕による対策数
　(2021年度目標値５件）

実施箇所：新町橋、大塩川橋

実施箇所：一ノ堰・大沢線

実施箇所：大塩川橋、上利根川橋

予定箇所：上三宮・譲屋線ほか

予定箇所：堀切橋、橋爪橋

予定箇所：豊川・塩川線ほか

予定箇所：大橋、上窪橋

　予定箇所：大平・黒岩線ほか

　予定箇所：弾正の橋、西田原橋

実績
・舗装補修：２件
・橋りょう補修：２橋

・舗装補修：３件
・橋りょう補修：２件

成果

・舗装補修について一ノ堰・大沢線の360
ｍを補修完了とした。
・橋りょう補修について大塩川橋及び新町
橋の一部補修を行なった。

・舗装補修について、一ノ堰・大沢線60ｍ
を補修完了とした。
・橋りょう補修については、大塩川橋、上
利根川橋の補修を行った。

評価
①実施
②実施
③実施

①実施
②実施
③実施

今後の
方向性

舗装補修については一ノ堰・大沢線を継
続して取り組む。
橋 梁りょう補修については平成30年度に
大塩川橋及び新町橋の補修完了を目指
す。また一部を補修することにより判定Ⅱ
となる橋梁を優先的に補修し進捗率向上
を図る。

舗装補修については、一ノ堰・大沢線を継
続して取り組む。橋梁補修については、平
成31年度に堀切橋、橋爪橋の補修を行
う。

目標

喜多方市公園長寿命化計画
に基づき、遊具等の改修を行
う。

実施箇所：御清水公園、経壇公園、天満
公園

　
実施箇所：桜ガ丘公園ほか

　
予定箇所：常盤台公園ほか

　
予定箇所：さつきが丘公園ほか 　予定箇所：押切川公園ほか

実績

公園長寿命化計画に基づき、遊具等の改
修を行った。

　・御清水公園
　・経壇公園
　・天満公園

公園長寿命化計画に基づき、遊具等の改
修を行った。

・桜ガ丘公園
・花園公園
・御殿場公園
・東岡公園

成果
老朽化した公園施設の整備を行うことによ
り、安全対策の強化を図ることができた。

老朽化した公園施設の整備を行うことによ
り、安全対策の強化を図ることができた。

評価 実施 実施

今後の
方向性

喜多方市公園長寿命化計画に基づき、遊
具等の改修を行っていく。

喜多方市公園長寿命化計画に基づき、遊
具等の改修を行っていく。

(3) 公共施設
マネジメント
の推進

建設課

都市整備課

・安全で快適に利用
できる公共施設の提
供
・財政の健全化

③　公共施設の長
寿命化の推進

　安全で快適に利用
できる公共施設の
提供と、財政の健全
化に向けた効率的・
効果的な改修、維持
管理等を推進する。

　市民生活や産業の基盤
である道路、橋りょう等の
インフラや公営住宅等の
公共施設については、老
朽化による更新等に係る
経費が今後高い水準で推
移することが予測されるこ
とから、長寿命化対策に
取り組みながら、効率的な
更新を行う。

28
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

目標及び取組実績等
取組効果 担当課　No.

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容

目標

喜多方市公営住宅等長寿命化計画の策
定

喜多方市公営住宅等長寿命
化計画に基づく市営住宅の
改修を行う。

実施箇所：下台団地５号棟の屋上防水及
び外壁改修

予定箇所：下台団地１号棟の屋上防水及
び外壁改修ほか

予定箇所：下台団地２号棟の屋上防水及
び外壁改修ほか

　

予定箇所：改良住宅の下水道接続工事ほ
か

実績
喜多方市公営住宅等長寿命化計画を策
定した。（平成30年３月）

下台団地５号棟の屋上防水及び外壁改修
工事を実施した。

成果
市営住宅の老朽化や劣化による事故を未
然に防ぐとともに、長寿命化が図られライ
フサイクルコストの縮減が期待される。

市営住宅の改修により、安全・安心で快適
な生活環境と、住宅の長寿命化が図られ
た。

評価 実施 実施

今後の
方向性

策定した計画に基づき、公営住宅の改修
を行う。

計画に基づき、公営住宅の改修を進め
る。

目標

水道事業におけるアセットマネジメント（資
産管理）の策定を行い、中長期的な視点
に立った水道施設の更新と資金確保を図
る。

経営戦略、アセットマネジメントに基づき、
喜多方市水道事業ビジョンを策定する。

喜多方市水道事業ビジョンに
基づき、適切な維持管理を
行う。

実績
水道事業におけるアセットマネジメントを策
定した。

喜多方市水道事業ビジョンを策定した。

成果

アセットマネジメントの策定により、喜多方
市水道事業ビジョン策定への基本ベース
ができた。資産管理の長期的な方向性を
確認することができた。

本市水道事業の将来を見据え、水道の将
来像を明示するとともに、その将来像を具
体化するために今後取り組むべき方策を
明示した喜多方市水道事業ビジョンを策
定することができた。

評価 実施 実施

今後の
方向性

水道ビジョン（仮称）の策定を行い、中長期
的計画を図る。

喜多方市水道事業ビジョンの策定により、
中長期的計画を図る。

目標

公共下水道処理施設のストック
マネジメント（施設管理）実施
計画の策定
　・２処理場（熱塩、塩川浄化センター） 　・１処理場（山都浄化センター）

ストックマネジメント実施計画に
基づく改築
　
　・１処理場（喜多方浄化センター） 　・１処理場（喜多方浄化センター） 　・２処理場（喜多方、塩川浄化センター）

実績

浄化センターの点検・調査の実施

　・熱塩浄化センター
　・塩川浄化センター

・山都浄化センターの点検・調査を実施

・点検・調査に基づく改築実施設計委託を
実施　（喜多方浄化センター：機械設備、
電気設備）

成果
上記２処理場について、予防保全型（状態
監視・時間計画）の個別施設の改築計画
を策定することができた。

・予防保全型（状態監視・時間計画）の個
別施設の改築計画を策定した。

・改築のため実施設計を作成した。

評価 実施 実施

今後の
方向性

改築を実施する。 改築を実施する。

都市整備課

水道課

下水道課

・安全で快適に利用
できる公共施設の提
供
・財政の健全化

28

　市民生活や産業の基盤
である道路、橋りょう等の
インフラや公営住宅等の
公共施設については、老
朽化による更新等に係る
経費が今後高い水準で推
移することが予測されるこ
とから、長寿命化対策に
取り組みながら、効率的な
更新を行う。

　安全で快適に利用
できる公共施設の
提供と、財政の健全
化に向けた効率的・
効果的な改修、維持
管理等を推進する。

③　公共施設の長
寿命化の推進

(3) 公共施設
マネジメント
の推進
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

目標及び取組実績等
取組効果 担当課　No.

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容

目標

農業集落排水処理施設の機能診断調査
　
５処理区（天井沢、宮川、大田木、大田
賀、塩坪）

農業集落排水処理施設の最適整備構想
の策定
　
10処理区（天井沢、宮川、大田木、堰沢、
舟岡、小布施原、上郷、新郷、大田賀、塩
坪）

機能強化（改築）概要書の作成

　10処理区（天井沢、宮川、大田木、堰
沢、舟岡、小布施原、上郷、新郷、大田
賀、塩坪）

機能強化（改築）計画審査地区申請

　10処理区（天井沢、宮川、大田木、堰
沢、舟岡、小布施原、上郷、新郷、大田
賀、塩坪）

機能強化（改築）概要書に基づく改築

　２処理区（堰沢、上郷）

実績

農業集落排水処理施設の機能診断調査
の実施

５処理区（天井沢、宮川、大田木、大田
賀、塩坪）

農業集落排水処理施設の最適整備構想
を策定した。
　
10処理区（天井沢、宮川、大田木、堰沢、
舟岡、小布瀬原、上郷、新郷、大田賀、塩
坪）

成果
施設の健全度を判定し、現状を的確に把
握することができた。

各処理施設の施設機能を保全するために
必要な改築・更新等の対策方法を定め
た。

評価 実施 実施

今後の
方向性

機能診断調査の結果に基づき、最適整備
構想の策定を実施する。

補助事業を活用しながら適時適切な維持
管理を実施する。

目標

①喜多方市水道事業経営戦略
に基づく健全経営

②民間委託の推進

③水道普及率
　87.7%

③水道普及率
　87.7%

③水道普及率
　89.2%

③水道普及率
　89.6%

③水道普及率
　90.0%

実績

①中長期財政計画により、事業を執行し、
経営の健全化を図った。

②さらなる民間委託の検討も行い、これま
での窓口業務等の民間委託を継続するこ
ととした。

③水道普及率　88.2％
※水道普及率＝給水人口／行政区域内
人口

①中長期財政計画により、事業を執行し、
経営の健全化を図った。

②水道料金収納率及び滞納整理状況等
の検証を行い、民間委託後は改善が図ら
れていることから、これまでの窓口業務等
の民間委託を継続することとした。

③水道普及率　88.8％
※水道普及率＝給水人口／行政区域内
人口

成果

①資金不足率 0％
（資金不足額はなく、経営の健全化が図ら
れている）

②委託による経費節減効果を図ることが
できた。

③水道普及率の向上が図られ、水道利用
料の増加が図られた。

①資金不足率 0％
（資金不足額はなく、経営の健全化が図ら
れている）

②委託による経費節減を図ることができ
た。　（削減額：約6,800千円（人件費、検針
業務委託費、物的経費））

③水道普及率の向上が図られ、水道利用
料の増加が図られた。

評価
①：実施
②：検討中
③：Ａ

①：実施
②：実施
③：Ａ

今後の
方向性

引き続き経営の健全化に努める。
水道普及率については、行政区域内人口
の減少などにより、計画期間の目標を上
回る実績となった。
今後も人口減少が見込まれるなか、引き
続き未加入者の加入促進に努めることに
より、達成率の維持・向上を図る。

引き続き経営の健全化に努める。
水道普及率については、行政区域内人口
の減少などにより、計画期間の目標を上
回る実績となった。
今後も人口減少が見込まれるなか、引き
続き未加入者の加入促進に努めることに
より、達成率の維持・向上を図る。

(4) 地方公営
企業の健全
経営等

①　地方公営企業
の経営健全化

(3) 公共施設
マネジメント
の推進

③　公共施設の長
寿命化の推進

下水道課

水道課

・市民サービスの向
上
・計画的な水道施設、
設備の更新による安
全・安心な水道水の
供給
・加入率向上による財
政及び経営の健全化

同左

・喜多方市水道事業
経営戦略に基づき
健全な経営を図る。
・現在実施している
民間委託の内容拡
充について検討を
行う。
・工事説明会におい
て未加入者への啓
発活動等を行い、水
道普及率の向上に
努める。

　安全で快適に利用
できる公共施設の
提供と、財政の健全
化に向けた効率的・
効果的な改修、維持
管理等を推進する。

　市民生活や産業の基盤
である道路、橋りょう等の
インフラや公営住宅等の
公共施設については、老
朽化による更新等に係る
経費が今後高い水準で推
移することが予測されるこ
とから、長寿命化対策に
取り組みながら、効率的な
更新を行う。

・安全で快適に利用
できる公共施設の提
供
・財政の健全化

28

29
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

目標及び取組実績等
取組効果 担当課　No.

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容

目標

水洗化率

　・87.1%

水洗化率

　・87.3%

水洗化率

　・90.4%

水洗化率

　・91.0%

水洗化率

　・91.7%

実績

水洗化率

　・88.7%
※水洗化率＝下水道に接続（水洗化）した
人口／下水道整備区域の人口

水洗化率

　・89.7%
※水洗化率＝下水道に接続（水洗化）した
人口／下水道整備区域の人口

成果
下水道制度の周知PR、未加入者への個
別訪問活動等により、加入促進を図ること
ができた。

下水道制度の周知PR、未加入者への個
別訪問活動等により、加入促進を図ること
ができた。

評価 Ａ Ａ

今後の
方向性

実績として、下水道整備区域の人口減少
などにより計画期間の目標を上回る実績
となった。
今後も人口減少が見込まれるなか、引き
続き未加入者の加入促進に努めることに
より、目標値を上回る達成率の維持・向上
を図る。

実績として、下水道整備区域の人口減少
などにより計画期間の目標を上回る実績
となった。
今後も人口減少が見込まれるなか、引き
続き未加入者の加入促進に努めることに
より、目標値を上回る達成率の維持・向上
を図る。

下水道課
加入率向上による財
政及び経営の健全化

同左

　工事説明会及び
広報紙等による市
民への周知PR、未
加入者への啓発、
戸別訪問活動の実
施により、下水道加
入促進を図る。

(4) 地方公営
企業の健全
経営等

29
①　地方公営企業
の経営健全化
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大綱２　健全な財政運営

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

目標及び取組実績等
取組効果 担当課　No.

基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容

目標

①2020年４月１日の地方公営
企業法適用に向けた取組の実
施

②資産調査及び評価業務

③法適用移行準備事務（人事・
給与・会計・金融機関・関係機
関との調整・事務手続き、条例
等の制定等）

④公営企業会計システム構築

・地方公営企業法適用の開始

・地方公営企業法適用の
推進を図る

実績

喜多方市下水道事業等地方公営企業法
適用業務委託（H28.7～H32.3長期継続契
約）により平成29年度は下記業務を実施し
た。

・資産調査業務の継続実施
・法適用移行準備事務（業務フロー作成、
関係部局との調整、会計科目等の検討、
例規整備等）の着手

喜多方市下水道事業等地方公営企業法
適用業務委託（H28.7～H32.3長期継続契
約）により平成30年度は下記業務を実施し
た。
・資産調査業務：平成29年度分までの資
産調査が完了、公営企業会計システムへ
のデータ移行作業を開始
・法適用移行事務：関係部局との調整、金
融機関との協議、例規整備準備
・公営企業会計システム構築業務の実施

成果
資産調査業務について、管きょは喜多方
地区以外完了し、処理施設は山都地区以
外完了することができた。

公営企業会計システム構築業務により下
水道課PCからLACサーバー上の公営企
業会計システムへアクセスできるように
なった。

評価

①実施
②実施
③実施
④実施

①実施
②実施
③実施
④実施

今後の
方向性

平成32年４月１日の地方公営企業法適用
（財務規定等の適用）の開始に向けた下
記取組を平成30年度以降継続して実施す
る。

・資産調査（喜多方地区の管渠、山都地区
の処理施設）及び評価業務（全資産）
・法適用移行準備事務（人事・給与・会計・
金融機関・関係機関との調整・事務手続
き、条例等の制定等）
・公営企業会計システム構築

平成32年４月１日の地方公営企業法適用
（財務規定等の適用）の開始に向けた下
記取組を実施する。

・固定資産システムの稼働確認、会計科
目等の設定、公営企業会計システムの仮
運用の開始
・公営企業会計による新年度予算編成
・関連例規の整備及び12月議会への議案
提出
・金融機関との各種契約締結、データ伝送
による出納及び口座振替の運用テスト
・職員研修
・打ち切り決算準備作業
・関係部局との最終調整
・会計管理者及び財政課との資金残高管
理に伴う繰入金等の調整
・会計管理者から市長への引継書作成、
会計管理者から出納引き継ぎ準備
・総務省報告・税務署届け出

下水道課

・経営、資産等の正確
な把握による経営管
理の向上
・計画的な経営基盤
の強化、財政マネジメ
ントの向上
・弾力的な経営による
市民ニーズへの迅速
な対応

同左

　地方公共団体が
公営企業の経営基
盤の強化や財政マ
ネジメントの向上等
にさらに的確に取り
組むため、下水道事
業の地方公営企業
法適用の推進を図
る。

(4) 地方公営
企業の健全
経営等

30
②　地方公営企業
法適用の推進
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大綱３　情報発信の充実・民間委託等の推進

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

目標

①広報紙
　・広報きたかた
　　毎月１日発行　12回
　・広報きたかた「お知らせ版」
　　毎月15日発行　12回

②ホームページ
　スピード感のある情報発信と掲載情報の
充実を図る。

③商工業メールマガジンの発信
を随時行う。

②ホームページ
　デザインのリニューアルを図る。

②ホームページ
　スピード感のある情報発信と掲載情報の
充実を図る。

②ホームページ
　デザインのリニューアルを図る。

②ホームページ
　スピード感のある情報発信と掲載情報の
充実を図る。

実績

①計画どおり広報紙の発行を行った。
　・広報きたかた12回発行
　・広報きたかた「お知らせ版」 12回発行

②ホームページについて、広報紙に掲載
した情報をスピード感を持って漏れなく掲
載する取組を行い、充実を図った。
【企画調整課】

③市内企業等へメールマガジンの配信：
33回
【商工課】

①計画どおり広報紙の発行を行った。
　・広報きたかた12回発行
　・広報きたかた「お知らせ版」 12回発行

②ホームページについて、デザインのリ
ニューアルを行い、テーマカラーを優しい
色遣いに変更するなど、全体的に見やす
いレイアウトにした。
【企画調整課】

③市内企業等へメールマガジンの配信：
35回
【商工課】

成果

①、②広報きたかたの情報を紙面だけで
はなく市ホームページ、SNS、ラジオなど
様々な情報媒体を活用し効果的な情報発
信を行った。
【企画調整課】

③国や県、市等の補助制度や講演会等の
情報提供を行うことで、企業支援の強化を
図ることができた。
【商工課】

①、②広報きたかたの情報を紙面だけで
はなく市ホームページ、SNS、ラジオなど
様々な情報媒体を活用し効果的な情報発
信を行った。
【企画調整課】

③国や県、市等の補助制度や講演会等の
情報提供を行うことで、企業支援の強化を
図ることができた。
【商工課】

評価
①：実施【企画調整課】
②：実施【企画調整課】
③：実施【商工課】

①：実施【企画調整課】
②：実施【企画調整課】
③：実施【商工課】

今後の
方向性

多様化する市民ニーズに合せた情報発信
を引き続き行う。
【企画調整課】

受信者を増やしながら、今後も有益な情報
の提供を行っていく。
【商工課】

多様化する市民ニーズに合せた情報発信
を引き続き行う。
【企画調整課】

受信者を増やしながら、今後も有益な情報
の提供を行っていく。
【商工課】

企画調整課
商工課
関係各課

・行政情報提供の充
実による市民サービ
スの向上
・施策の効果的な推
進
・情報の一元化・共有
化による企業支援の
強化・充実

No.

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

31

担当課　
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容 取組効果
目標及び取組実績等

(1) 情報発信
の充実

・ホームページ、ラジオ、
SNS、マスコミなど、多様
化する市民ニーズに合わ
せ、より多くの市民に情報
を発信する。
・商工業に関する各種情
報の提供により市内企業
等の支援を行う。

　市広報紙やイン
ターネット等を活用
し、各種行政情報の
充実を図る。

①　効果的な情報の
発信
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大綱３　情報発信の充実・民間委託等の推進

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度
No.

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

担当課　
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容 取組効果
目標及び取組実績等

目標

PDFやExcel、Wordといった各種
形式によるデータの提供に加え
利用者が自由にデータを利活用
できるオープンデータ化の推進

実績

市ホームページへオープンデータを公開
及びデータの更新を行った。
（人口、統計きたかた平成28年版、市内避
難所一覧、喜多方市の気象概況）

市ホームページへオープンデータを公開
及びデータの更新を行った。
（人口、統計きたかた平成30年版、市内避
難所一覧、喜多方市の気象概況）

成果
市が保有する情報（データ）を公開するこ
とにより行政の透明性や信頼性が向上し
た。

市が保有する情報（データ）を公開するこ
とにより行政の透明性や信頼性が向上し
た。

評価 実施 実施

今後の
方向性

継続して取組の推進を図る。 継続して取組の推進を図る。

目標

窓口業務等の民間委託
の調査検討、推進の取組を行う。

実績

民間委託の実施状況を把握するとともに、
県内市町村や類似団体との比較及び先進
事例等の調査検討を行った。
【企画調整課】

国土交通大学校において、PPP/PFIの導
入手法についての研修を受講した。
【建築住宅課】

平成31年度からのふるさと納税業務委託
を行うため、業者との契約の締結を行っ
た。
【企画調整課】

成果

県内市町村や類似団体との比較検討がで
きた。また、直営で対応している分野にお
いて、民間委託が進まない理由を整理す
ることができた。
【企画調整課】

庁内において、PPP/PFIの導入手法の職
員研修を行い情報共有を図ることができ
た。
【建築住宅課】

専門的な知識を有する事業者にふるさと
納税に関連する業務を一括して委託する
ことで、安定的な業務運営と事務の効率
化が図られた。
【企画調整課】

評価 実施 実施

今後の
方向性

引き続き、民間委託の実施状況を把握す
るとともに、民間委託の調査検討を行う。

・平成31年４月１日よりふるさと納税業務
委託を実施する。

・引き続き、民間委託の導入に向けて検討
を行う。

32

33

同左

①　民間委託の調
査検討、推進

　各課等において、事務
事業、施設の管理等につ
いて定期的に点検を行
い、新たな分野や既に実
施している委託等の内容
の拡充などを進めるた
め、可能なものから計画
的に取組を推進する。

　施策を効率的・効
果的に推進するた
め、民間委託の調
査検討、推進を図
る。

(1) 情報発信
の充実

(2) 民間委託
等の推進

②　オープンデータ
の検討、推進

　本市が保有する
様々な情報のオー
プンデータ化（機械
判読に適したデータ
形式にしたものを、
ホームページ等で公
開）を推進する。

情報政策課
関係各課

・事務事業の効率化
・市民サービスの向
上

企画調整課
関係各課

・行政の透明性・信頼
性の向上
・市民参加・官民協働
の推進
・経済の活性化・行政
の効率化
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大綱３　情報発信の充実・民間委託等の推進

2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度
No.

行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

担当課　
基本
項目

実施項目 概要 具体的な取組内容 取組効果
目標及び取組実績等

目標

①指定管理者制度の適正な
運用

②次期指定管理者選定作業

①新たな指定管理者の指定

②指定管理者制度の適正な
運用

実績

施設総数 315施設（学校関係、道路、河
川、都市下水路、水道は含まない）のうち
　・指定管理導入施設　126施設
　・直営施設　　　　　  　189施設

指定管理導入施設の指定期間：平成27年
４月１日～平成32年３月31日

・施設総数 324施設（学校関係、道路、河
川、都市下水路、水道は含まない）のうち
　・指定管理導入施設　124施設
　・直営施設　　　　　  　 200施設

指定管理導入施設の指定期間：平成27年
４月１日～平成32年３月31日

・平成30年12月から５回にわたって、指定
管理者選定委員会を開催し、ガイドライン
の改正と再選定に向けた作業を行った。

成果
126施設で指定管理が導入され、民間活
力により、住民サービスの向上及び経費
の節減等を図ることができた。

124施設で指定管理が導入され、民間活
力により、住民サービスの向上及び経費
の節減等を図ることができた。

評価 実施 実施

今後の
方向性

関係各課で情報共有しながら指定管理者
制度の適正運用に努めるとともに、今後の
制度の活用についての検討を行う。

平成31年度に次期（2020年４月１日～）指
定管理者選定作業を行う。

34 同左
②　指定管理者制
度の活用

　公の施設の管理
運営について、指定
管理者制度を運用
する。

・市民サービスの向
上
・維持管理経費の削
減

(2) 民間委託
等の推進

企画調整課
関係各課
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